
工事に伴う通航止めについて

以下の水門は、工事のために一部通航止めになります。

航行船舶の皆さまにはご面倒をおかけしますが、ご協力をお願い致します。

尚、工事の進捗状況により通航止め期間が変わることがありますのでご了承下さい。

通航止め水門 通航止め期間

豊洲水門 令和7年3月3日　～　令和8年11月30日

佃水門 令和8年5月25日　～　令和8年8月7日

新砂水門 令和8年7月13日 18時　～　令和8年7月15日 24時

工事のお知らせ（令和8年7月）


